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インドにおける公益訴訟の展開と課題

はじ め に

インドにおける法制度について言及する際， もっとも多くふれられるのが公

益訴訟 (PublicInterest Litigation : 以下， PILと略）である。 PILは，元来

権利を侵害されているものの，司法へのアクセスが十分でない者について，そ

の救済のために第三者が憲法第32条または第226条に定める令状請求を根拠に，

裁判所に申立てを行ったことが始まりである。原告適格要件の緩和，裁判所に

よる職権主義的進行，中間命令を出し続けることにより行政への監視を継続す

るという終結のあり方など，形式的な面でもその特徴がさまざまに取り上げら

れてきたが，同時に裁判所の司法積極主義的姿勢が PILを通して注目される

べき点として検討されてきた。しかし， PILについては，時代とともにその

内容に変化がみられ，課題もまたさまざまに提示されてきている。本稿の目的

は， PILの歴史的展開を概観するとともに，取り上げられる事項の拡大と PIL

の課題の発生とのつながりを検討することである。とくに，本稿では第三世代

の PILと呼ばれる汚職や政治的対立等の問題を取り上げる PILが増加すると

ともに， PILの問題点が増加してきているのではないかという視点のもとに

PILの利点と課題とを概括する。

まず，第 1項では，先行研究によりながら PILの特徴について概観する。

続いて第 2項では，ウッタラーンチャル判決をもとに，これまでの PILの歴

史的展開について検討する。本判決は後述するように PILの歴史的な流れと

ともにその問題点と対応策が述べられており，最高裁として PILをいかに捉

えているのかを考える契機となるものと考える。第 3項では，インド法律研究

所年鑑に記載されている PILに関する記述，とくに汚職など統治と説明責任

に関連する事項について， 1984年の記述開始から1990年代までのものを概観し，

その中で PILの課題についていかに取り上げられているかを検討する。以上

の検討をもとに，最後に PILの課題と政治的問題とのあり方について概観し

たい。
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1. 公益訴訟の特徴

これまで法制史を除くインド法に関する論考において， もっとも多く取り上

げられたテーマの一つが本稿で検討対象とする PILであるといえる。これの

形式的特徴について，浅野 [2009] によれば，第一に本来訴訟においては対審

構造を基本とするものの， PILでは第三者による訴えの提起を認めるなど，

原告適格の要件が緩和されていること，第二に裁判官への書簡をもって訴訟提

起とすることも認められるなど，手続的にも要件が緩和されたこと，第三に裁

判所が調査委委員会を設置し，法社会学的調査を行ったうえでその結果を審理

に採用する点などが特徴とされている。

日本で PILについて初めて包括的に紹介したものが，安田 [1987]である。

安田は PILをインドの法学者ウペンドラ・バクシにならい「社会活動訴訟」

として位置づけ，西欧法の土着化のみならず社会問題への公式法制度の役割を

示しうる例として紹介している。そして， PILを社会正義という共通目標を

達成するための，「公共精神に富んだ人々」「国家」「裁判所」による協同的努

力とし，その社会正義とは「憲法の諸基本権とその背後にある一般的な人間的

尊厳を有する生活の達成」と紹介したうえで，「共同法理に関連する諸価値を

国家レベルにまで普遍化する試み」と位置付けている。ただし， PILにおい

て発せられる命令の拘束力について指摘し，「裁判所に対して申立てられた社

会的不正儀につき，それが執行府に対して，法的というよりむしろ道徳的ない

し説得的にその是正措置を要請するというプロセス」としている。そのうえで，

執行府との関係で検討しなければならない課題はあるものの，「人間の尊厳や

基本的人権といった普遍的な価値がインド社会に根づくため」に不可避である

と述べている凡

稲 [1993] では，「隷属的労働者解放戦線事件」2)をはじめとする各種の訴訟

を，社会的弱者の権利侵害に対しての訴訟，環境問題に関わる訴訟，裁判所や

1) 安田〔1987: 394-396〕

2) Bandua Mukti Morcha v. Union of India and Others, AIR 1984 SC 802. 
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その他の統治機構・政治家などに関する訴訟などに類別化して紹介したうえで，

PILを司法積極主義による社会正義達成を志向するもので，このなかで国家

政策の指導原則条項の司法的強制が実現されてきたと評価している。また，

「司法に対する政治部門の公然たる無視や争点の拡散化現象」などの課題は

残っているにしても， PILが政府に対して何らかの作為を請求する力を社会

的弱者に与える契機となっているとしている。

孝忠 [2008] は， PILをインド発の現代型訴訟として関心をよんできたこ

とを紹介し，その歴史的展開のなかで PILの多様化がみられること，そして

社会から疎外された人々の権利を保障する手段としての意味が相対化されるこ

とで PILの本質的性格が変容するという危惧を記している。

また，伊藤 [2008] は， PILの展開を概観し，また重要な判例を分析した

うえで，裁判所が議会や政府の不完全な活動を背景に，行政に対して命令を下

し，あるいはガイドライン作成という形で立法活動に近い役割を果たすように

なったことを指摘している。そして， PILを貧しく，裁判へのアクセスが困

難な人々の救済のため裁判所が創出した手続きとし，さまざまな意義が存在す

るとともに問題点もまた生じているとしている。そのうえで， PILは政治部

門が正常な機能を取り戻すまで発展を続けるものと位置づけている。

佐藤 [2001] は，現代型訴訟というタームを切り口に，独自の視点で PIL

を検証している。佐藤は現代型訴訟の特徴を，第一に一方の当事者は国や大企

業等であり，他方は十分に組織されていない市民であることが多く，係争利益

の集団性や拡散性が見られること，第二に当事者の対等性が失われていること，

第三に請求の内容は将来の作為または不作為が問題となり，公共的な問題が提

示されていることなどとまとめたうえで， PILを現代型訴訟の一つのあらわ

れととらえて議論している。そして， PILのインド独自の特徴としては対審

型構造からの解脱というより，令状管轄権に集中していることにあること，ま

た，インド司法部が救済手段を柔軟に創造し得たのは，その歴史的背景が存在

することを挙げている。

このように，日本においてインドの PILを検討した論考の多くは，社会的
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な課題， とくに社会的に疎外されてきた弱者の権利侵害に対して，これを救済

するための裁判所の積極的な関与に焦点を当て，具体的には原告適格の緩和な

どの要件について示してきた。そして， PILが制度的に内包する課題の存在

も認めるなかで，裁判所が社会的弱者の救済に重要な役割を果たしうる点に重

きを置いて議論してきている。

以上のように日本においては概ね積極的な評価がなされてきた PILである

が，実際にインドにおいてはいかなる見方がなされているのかを，次章におい

て検討したい。その際に用いるのが，ウッタラーンチャル判決である。

2. 公益訴訟の展開:ゥッタ ラーンチャル判決をもとに

(1) 経緯

本項で取り上げるウッタラーンチャル判決は，正確には Stateof Uttaranchal 

vs. Balwant Singh Chaufal & Othersとされるもので，最高裁の D.バーンダリ

裁判官3) とM.シャルマ裁判官が担当した。

本件はウッタラーンチャル（現在のウッタラーカンド））小1から2001年 7月12

日および同年 8月1日にウッタラーンチャル高裁が発した命令に対して上訴を

行ったものである。法務総裁への任命が行われた際，被上訴人バルワント・シ

ン氏が，憲法第165条および第217条にもとづいて訴訟を提起したものである。

憲法第165条第 1項は，州法務総裁の任命資格として，高裁裁判官に任命さ

れるものと同等の資格をもつもの， と規定している。また，憲法第217条は高

等裁判所裁判官について規定したもので，その第 2項には高裁裁判官は62歳を

もって定年とすることが定められている。被上訴人は，上記の規定から， 1+1法

務総裁に任命されるには62歳という年齢制限があり，これを超えた人物が任命

されるのは違法であるとした。高裁ば）小1政府に対して命令の日から15日以内に

決定を下すよう示したが，これに対しで）・M政府が最高裁判所に特別許可訴訟と

して上訴した。

3) バーンダリ裁判官は2012年に定年となり，同年国際司法裁判所裁判官に選出され

た。
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州政府側代理人ドイデヴィ (D. Dwidevi) は， 50年以上前に同様の事例が扱

われているとして，カルカーレ判決4)に言及した。この事例でナーグプル高裁

の判例では，憲法第217条にいう 62オという年齢は高裁裁判官としての資格と

はみなしえないこと，憲法第165条第 3項に州法務総裁は「知事の意に反しな

い限りその任に当たる」と定められていることから，憲法第217条に定める高

裁裁判官の任期の規定は州法務総裁には適用できないと考えられることなどか

ら，憲法第217条第 1項の規定を憲法第165条と関連づけて解釈することはでき

ず， したがって高裁裁判官の定年を超えているからとはいえ，、J小l法務総裁とし

ての欠格事由にはならないと示されていた。そして，この判断はその後の最高

裁における判例でも支持されてきた。

このように明確な判断が示されているにもかかわらず，カルカーレ判決以降

も同様の事例がいくつも訴訟に持ち込まれてきたことについて，本件判決では

こうしたことが貴重な時間を浪費させ，その他の事案について判断することを

妨げてきたとし，本件は PILの名の下に司法手続が乱用されてきた一つの例

であるとした。そして，こうした状況をなくしていくために， PILにかかわ

る課題を検討することが必要であると述べている。

(2) PILの起源

PILは憲法上裁判所に課せられた責務を具現化するもの，と判決では表現

されている。そのうえで， PILの輪郭を明確にすることが不可欠であると述

べている。判決では， PILは最高裁及び高裁の管轄のなかでも非常に重要な

ものと示している。それは，疎外されてきた人々の権利保護のみならず，環境

保護，さらには公における透明性の確保にも役立っていると評価しているから

である。そして，判決では，これまでの PILを次の三つの世代に分けて議論

している。すなわち，憲法第21条に定める「生命への権利」の内容を拡げ，原

告適格の原則を緩和し，「権利侵害を受けた者」が救済を得られるようにした

ものが第一世代の PILともいえるもので，つづいて環境保護，生態系の破壊

4) G. D. Karkare v. T L. Shevde and Others; AIR 1952 Nag 330. 
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などの問題を裁判で取り上げるために PILの手続きを活用するようになった

のが第二世代の PILといえるもの，そして統治にかかわる問題，たとえば汚

職などを取り上げるようになったのが第三世代の PILと呼びうるものと位置

付けている5)。

PILの起源については，アメリカの公益訴訟の影響を挙げる意見もみられ

るが，実際に1976年のマハーラーシュトラ弁護士会判決で，アメリカでの消費

者団体などが関わる公益訴訟のように公共志向の訴訟は法の支配を満たすもの

になりうる，と示している。これを含むいくつかの訴訟により最高裁は原告適

格の原則を緩和することによって，司法へのアクセスを改善するという動きを

明確にした。

(3) 第一世代の公益訴訟

判決では，疎外された人々の権利侵害について，第三者が訴訟提起したもの

として多くの判例を紹介している。たとえば，デリーの刑務所における受刑者

に対する暴行を告発したスニル・バトラ事件6)で最高裁は，こうした「殉教

者」的訴訟は，法の支配を強めることにもなりうるとし，原告適格を拡大する

ことによる「代理」としての参加は，大衆が比較的弱い立場にある民主主義体

制の下で必要なものであると明確に示している。

フッサイナラ・カートゥーン事件7)でバグワティ裁判官が，「今日，不幸な

ことに貧しい人々は司法システムの枠外に置かれ，その結果司法への信頼性を

失っている」としたうえで，「法は彼らにとって遠いもので，何かを奪い去る

もの……つまり，社会経済体制を変革し，生活を改善するための建設的な道具

とは認識していない」と述べていることを紹介している。こうした判断が，バ

グワティ裁判官を PILの拡大に向かわせたとみることができ，注目すべき点

5) バナーラス・ヒンドゥー大学法学部ヴェルマ教授 (D.P. Verma) も，こうした

分類は妥当であると評価している (2012年8月8日筆者聞き取り）。

6) Sunil Batra 1:1. Delhi Administration and Others, AIR 1978 SC 1675. 

7) Hussainara Khartoon and Others v. Home Secretary, State of Bihar, AIR 1979 

SC 1369. 
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であるといえよう。

民主的権利のための市民連合事件8)で最高裁は， PILは貧しい人々に正義

をもたらず法律扶助運動の戦略的な手段であると位置づけ，貧しく，社会的あ

るいは経済的に厳しい立場に置かれた人々の憲法上または法的な権利の侵害に

対する（救済の）要求という公益を促進し，保護するものであるとしている。

このほか，ジャーナリストなどによる書簡を令状請求としてとらえたものも

PILの一連の事例のなかに見受けられるとしている。本件判決の中で取り上

げられたものとしては，たとえばボンベイ（現在のムンバイ）の刑事施設での

女性受刑者に対する暴行を告発したシーラ・バース事件飢デリー大学ウペン

ドラ・バクシ教授が女性の保護施設における待遇について裁判所に書簡を送っ

た事例凰精神病院の運営に問題があるとして訴えがあり，裁判所が当該病院

の衛生状態や患者の待遇などについて専門家委員を任命し調査させた結果，政

府に対して運営の改革を勧告したカプール事件11), 事業所における女性の権利

保護を命じたヴィシャカ事件12)などがある。さらに，近年のケースでは，

1995年障害者（機会均等，権利保護および完全参加）法の施行にも関わらず，

定められた障害者への優先的土地割当てがなされていないという状況について，

朴1政府及び地方政府に対しこれを実施するよう命じた事例や13), 私立学校で93

人の児童が死亡した火災について，校舎が防火基準を満たしていなかったとし

て，政府にその実行を求めた事例14) などがある。

これら本件判決で紹介された第一世代の PILは原告適格の原則を緩和する

ことで社会的・経済的に疎外されてきた人々の基本的権利を保護するものとし

て括ることのできる， 一連の訴訟として紹介されている。

8) People's Union for Democratic Rights v. Union of India, (1982) 3 SCC 235. 

9) Sheela Barse v. State of Maharashtra., AIR 1983 SC 378. 

10) Dr. Upendra Baxi (/) v. State of Uttar Pra心shand Another, (1983) 2 SCC 308. 

11) B. R. Kapoor and Another v. Union of India and Others, AIR 1990 SC 752. 

12) Vishaka and Others v. State of Rajasthan and Others, (1997) 6 SCC 241. 

13) Prajwala'll. Union of India and Others, (2009) 4 sec 798. 

14) Avina.~h Mehrotra v. Union of India and Others, (2009) 6 SCC 398. 
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(4) 第二世代の公益訴訟

本件判決では1980年代からみられるようになった第二世代の PILとされる

として，前述の通り環境問題に関わる事例を挙げている。最近の例としてはデ

リー首都圏における公共交通機関（バスやタクシーなど）の使用燃料を軽袖か

ら圧縮天然ガスに変えるよう求めたデリー高裁の命令にもとづき，新たな規制

が設けられ，現在では天然ガスを用いる交通機関のみが営業できるようになっ

たものが挙げられる。

このほかには，事業所からの有毒ガス流出事故に関わる事例がある。裁判所

は，危険物を扱う事業において，当該事業所は労働者および近隣住民に対して

危険が及ばないようにし，被害が発生しないようにする責任を負っているとし，

最高度の安全基準を遵守するよう命令を発している15)。また，労働者の保健衛

生状態に問題があるとしてドーン渓谷上にある石灰岩の採掘場に対し，閉鎖を

命じた例もある。この事例で裁判所は，採石場の事業主にとっては厳しい状況

をもたらすかもしれないが，人々が健康的に生活する権利を保護するために必

要な措置であると述べている16¥

環境に関する PILは，裁判所の憲法第21条の解釈によって可能なものと

なった。 1991年のスバーシュ・クマール判決J7)では，第21条にもとづき国民

は水質汚染のない環境で生活する権利をもつと示されている。また，メヘター

(1988年第 1) 判決18)でもガンジス川の汚染に関連して，水質汚染による

ニューサンスは公共全体に関わるものであって，特定の個人がこれを止めるた

めに何らかの手続きをとるということは期待すべきではないとし， PILを通

じて1974年水（汚染防止及び管理）法により自治体等に課せられた義務を履行

するように求める権利が原告にはあると示している。また，史跡であるター

ジ・マハルを大気汚染による二酸化硫黄の影響から保護するため，近隣の約

15) M. C. Mehta and Another v. Union of India and Others, AIR 1987 SC 1086. 

16) Rural Litigation and Entitlement Kendra, Dehradun and Others v. State of 

Uttar Pradesh and Others, AIR 1985 SC 652. 

17) Subhash Kumar v. State of Bihar and Others, AIR 1991 SC 420. 

18) M. C. Mehta v. Union of India and Others, (1988) 1 SCC 471. 
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300の事業所に対し石炭の使用を禁止した事例も有名である 19)。

さらに，ストックホルム宣言を援用しながら経済的開発と環境保護とのバラ

ンスをとることについて言及したエッサー・オイル判決2oi, 憲法第48A条及び

第51A条g号は憲法第21条を参照しながら解釈しなければならないとし，空気，

水，土壌などの生命にとって基本的な環境要素を汚染する行為は憲法第21条に

いう「生命」を侵害する行為であると指摘したカマール・ナート判決21)' 「汚

染者負担の原則」にもとづき，環境の改善及び環境汚染の被害者に対する補償

を命じたジャガンナート判決22)など，環境問題に関わる重要な判例が PILに

より出されている。

(5) 第三世代の PIL

1990年代以降，最高裁が PILとして取り上げる内容を拡大してきた。それ

は，前述のように汚職問題や統治におけるモラルに関わる問題である。

本件判決では，これに関わるいくつかの判例が紹介されている。詳細につい

て次章に記す，いわゆるハワラ事件に関わるナライン判決23)のほか，ビハー

ル州における横領事件に関わる通称ララン判決24), タージ・マハル周辺の商業

開発にともないウッタル・プラデーシュ州環境大臣などの不適切な関与が疑わ

れ，裁判所が詳細な調査を命じたタージ回廊事件25), ヒンドゥスタン石油公社

やバーラト石油公社の株式売却手続きについて疑義が申立てられた事例26)な

どが挙げられる。

19) M. C Mehta v. Union of India and Others, AIR 1997 SC 734. 

20) £5sar Oil Ltd. v. Halar Utkarsh Samiti and Others, AIR 2004 SC 1834. 

21) M. C Mehta v. Kamar Nath and Others, (2000) 6 SCC 213. 

22) S. Jagannath v. Union of India and Others, (1997) 2 SCC 87. 

23) Vineet Narain and Others v. Union of India and Another, AIR 1998 SC 889. 

24) Rajiv Ranjan Singh'Lalan'and Another v. Union of India and Others, (2006) 6 

sec 613. 

25) M. C Mehta v. Union of India and Others, (2007) 1 SCC llO. 

26) Centre for Public Interest Litigation v. Union of India and Another, AIR 2003 

SC 3277. 
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こうした事例の拡大とともに， PILには濫訴という問題もまた生じている。

第三世代の PILへの対象の拡大と，上述の問題の発生と関連性があるのか，

次章にて改めて検討したい。本件判決では， PILについて検討するにあたり

他国における同様の訴訟類型について概観しているので，つづいてこれを紹介

する。

(6) 他国における同様の訴訟類型

先進国でいえば，まずオーストラリアで PILに公益訴訟という名称での訴

訟があるが，これは環境保護を目的とするものであると述べられている。アメ

リカについては，ブラウン判決をはじめとしてさまざまな訴訟を参照し，クラ

スアクションなど集団訴訟の形態が存在することを指摘している。イングラン

ドについては，いわゆるブラックバーン判決をもとにして令状訴訟における原

告適格要件の拡大を紹介した上で， 1978年裁判所規則の改正により新たな原則

が生まれたという状況を述べている。また，南アフリカについては，原告適格

の緩和などが憲法に定められ，クラスアクションや第三者による訴訟が明示的

に可能になっているとされる。

パキスタン27) においても，インドと同様 PILと称される訴訟が提起されて

いる。近年の重要な事例でいえば，裁判所に対する政府からの干渉問題を取り

上げたシンド高裁弁護士会判決28)や，さまざまな政府機関が違法行為につい

て免責とされるために， 一部の法令の改正を行う規定を設けた国民和解令につ

いて違憲と判示したものがある29¥

また，住民の生活環境に関わる西パキスタン岩塩労働者組合判決30)が紹介

27) パキスタンにおける PILについては，佐藤 [2010]参照。

28) Sindh High Court Bar Association v. Secretary, Ministry of Law and Justice and 

Others, and Nadeem Ahmed v. Secretary, Minist1y of Law and Justice and Others. 

29) Constitution Petition Nos. 76 to 80 of 2007 and 59 of 2009, Civil Appeal No. 

1094 of 2009 

30) General Secretmy, West Pakistan Salt Miners Labour Union Khewra, Jhelum v. 

The Director, Industries and Mineral Development, 1994 SCMR 2061. 
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されている。これは採掘により水質汚染が引き起こされた地域について，最高

裁は事業所の営業停止を含む命令を発したもので，インドにおける環境関連の

PILと類似したものである。

パキスタン以外の南アジア諸国ではスリランカやネパールにおいて PILと

類似する訴訟が存在していることを紹介している。そして，インド司法はアメ

リカの集団訴訟にヒントを得て PILを創出してきたが，独自の発展を遂げて

いるとしている。

(7) 公益訴訟の課題

本件判決では， PILの課題として，その濫用が挙げられている。PILが重

要なものであるとともに，不正な動機から訴訟が提起されるような事例もみら

れ，こうした根拠のない PILが提起されないようにする必要があると述べて

いる。たとえば Balco判決31) で最高裁は， PILを悪用されないように三つの

提案をしている。それは，第一に純粋に善意により原告となったものに限定す

ること，第二に最高裁は場合により懲罰的費用の支払いを請求できるようにす

ること，第三に最高裁は高裁に対して選択的に PILを審理するよう指示する

ことである。 Balco判決以外の判例でも，こうした手段を用いて PILの濫用

を防ぐよう示されている例が複数みられる。

いくつかの判例を概観したうえで，本判決では PILの純粋性を保つために，

以下の内容の指令を発している。

① 裁判所は，純粋に公益のための訴訟を提起するよう促し，これと無関係

な訴訟の提起を減らすようにすること

② 各裁判官が個人の手続の中で PILを扱うのではなく，各高裁に公益訴

訟を扱う際の内規を作成すること

③ 裁判所は， PILの提起前に原告の信頼性を確認すること

④ 裁判所は， PILの提起前に訴訟の内容の正確性について確認すること

31) BALCO Employees'Union (Regd) v. Union of India and Others, AIR 2002 SC 

350. 
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⑤ 裁判所は，訴訟の提起前に実質的な公益が含まれていることを確認する

こと

⑥ 裁判所は，大規模な公益，重要性あるいは緊急性をもつものが優先され

ることを確認すること

⑦ 裁判所は， PILとは公益の侵害から救済することを目的とするもので

あり，私益や個人的な動機が含まれてはならないことを確認すること

⑧ 裁判所は，公益とは無関係な訴訟に対して懲罰的費用の賦課などの方法

をとることで，こうした訴訟を減らすようにすること

こうした内容の指令が判例の中に示されたことから，現在の PILにおいて

重大な問題が，公益とは無関係な訴訟の増加にあることがうかがわれる。前述

の第一世代の PILや第二世代の PILに関しては，その目的（救済の対象）が

明確であったが，第三世代の PILになると統治の問題であり，公益とはつな

がらない紛争が裁判所に持ち込まれるケースが多くなる可能性があると思われ

る。そこで，次章で第三世代の PILに関わる事例を概観し，こうした事例が

現在の PILが抱える問題と関連しているのか否かを検討したい。

3. 公益訴訟の課題：インド法律研究所年鑑をもとに

インド法律研究所の年鑑(『AnnualSurvey of Indian Law Institute』)では，

1984年以降 PILに関する章が設けられ，当該年度に出された判決についての

紹介や， PIL全体にかんする解説などが掲載されている。PILについての年

鑑的な書籍としては，前章で紹介したウッタラーンチャル判決を掲載している

Raoの『SupremeCourt on Public Interest Litigation』があるが，これは一部

の判例を集めた判例集であり， PILの現状を知るには，インド法律研究所の

年鑑が妥当であると考える。本章では，ウッタラーンチャル判決にある「第三

世代の PIL」について記載がなされ始めた1980年代半ばから1990年代の同年鑑

の論稿を主に取り上げ， PILの対象の拡大とそれにかかわる PILの課題につ

いて検討したい。なお， 1994年及び1995年については PILについての章が設

けられていないなど， とくに取り上げるべき事項がないため割愛した。
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(1) 1980年代まで

Prakash [1985] および Singh [1986] では， PILについての議論において

いわゆる第三世代の PILに該当するような事例は取り上げられていない。し

かし， 1986年の判例について検討している Singh[1987] では， PILを通じて

汚職が明らかにされた事例としてチャイタニャ・クマール事件32)が取り上げ

られている。これは酒造免許に関わる汚職事件で，カルナータカ高裁は政府に

よる一部の免許交付が違法で恣意的であると判示し，当該交付を取り消した。

これに対して免許を取り消された当事者が上訴したが，最高裁は高裁の判断を

支持している。これに対して，同じ事件の中で1'1-1首相の親族に汚職と疑われる

行為があったとしで州首相の罷免を求める申立てについては，擬似的な公共心

から出たもので PILとして受理すべきではないと却下している。こうした政

治家の行為や統治に関わる事例が年鑑の PILの章に記載された初めてのケー

スとなっている。

Singh [1988] では多様な分野で PILが提起されてきていることが述べられ，

一部の裁判官には社会からの要請の増大に対応しきれないという考えを持つ者

もみられるようになっているとされている。たとえば公金の使途及び主任技師

の解任などを問題としてマデイヤ・プラデーシュ州公衆衛生大臣の罷免を求め

たプラヤギ事件33) でマデイヤ・プラデーシュ高裁は， PILは他者を中傷する

ために用いるものではないとして，却下している。また，同じ判決でセン (C.

P. Sen) 裁判官らは， PILの原告はあくまでも個人的利益や政治的動機から訴

訟を提起すべきではないと述べている。しかし政治的問題についてすべてが否

定されているわけではな<, ワドワ教授事件34)では，ビハール州知事が14年

間にわたり 256の知事令を再公布して統治し続けていることが違憲であると判

示している。

Singh [1989] は，その冒頭で PILはもはや簡単に失われるようなものには

32) Chaitanya Kumar v. State of Karnataka, (1986) 2 SCC 594. 

33) A. G. Prayagi v. State of Madhya Pradesh, AIR 1987 MP 25. 

34) D. C Wadhwa V. State of Bihar, (1987) 1 sec 378. 
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ならなくなっているとしている。そして，「PIL積極主義」が新たな局面に

入っている，すなわち抑圧された者の福祉に関わるのみならず，社会運営の効

率化，コミュニティ間の調和，法の支配の維持及び公共的倫理の堕落防止にも

関わるようになっており，憲法が名目的にもまた実質的にも権力の乱用に対す

る非革命的戦いの道具になっていることを示しているという 。

こうした中で， N.T.ラーマ・ラーオ事件35) は重要な政治的位置づけをもつ

とする。これはアーンドラ・プラデーシュ朴l首相36)N. T. ラーマ・ラーオの政

権において憲法的価値が失われているとして， 200もの問題を取り上げて彼に

対立する政党の運動家が訴訟を提起したものである。アーンドラ・プラデー

シュ高裁はこの訴えは PILとしては審理できないとしたが，それは訴訟を提

起した者が被告に対立する政党の者であるがゆえにであると明示した。公益に

対する侵害が起きたときに，いかなる公共心を持つ者も「善意で (bonafide)」

行為を行う （訴訟を提起する）ことができるとしたうえで，裁判所は原告があ

まりにも多くの問題を取り上げることについて受理することができないと述べ

ている。そして裁判所は， N.T.ラーマ・ラーオがいくつかの権力濫用を行っ

たということは認めたが，それを元に一括して原告が求める結論を下すことは

できないとした。

Singh [1990] は前年に引き続き PILが拡大しつつある司法の管轄範囲（レ

パートリー）の重要な位置を占め，正統性を得るようになってきたとしたもの

の，そのあり方にはいまだ不明瞭な部分も残されているとしている。そしてそ

の中でいくつかの原則を見いだすことができるとしている。そのうち，本稿で

取り上げる事項に関わるものとして，裁判所は政府に対し批判や監視を行うこ

とはできるが，行政権を侵害したり，行政組織の継続的な監督を気ままに行う

35) D. N. Satyanarayana v. N. T Rama Rao, AIR 1988 AP 144. 

36) 、）'1-1首相 (ChiefMinister) ば）・1-1政権与党から選ばれた者が着任するもので，連邦

政府から任命される朴l知事 (Governor) に比べ，実質的な権力を保持するとされ

ている。Muralidar[前掲］によれば，その権限は刑事捜査，官僚の異動，公有地

の割当て等にまで影響を及ぼすもので， PILを通じてこれらの決定が明らかにさ

れることで説明責任性を担保することにつながる， とされている。
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ことはできないということや， PILの手続きは政治的利益のために用いられ

たり，政治家の役割について調査するために用いるべきではないということな

どが挙げられている。このうち後者に関連しては，前述のプラヤギ事件と同様，

当時の州大臣デーヴェ・ガウダ (H.D. Deve Gowda) に対しその罷免を求め

る訴訟が提起され，カルナータカ高裁にてこれが却下されるという事例37)が

紹介されている。これに対し，地方裁判所裁判官への任命あるいは昇進が法令

通り行われていないということで弁護士がビハール朴1政府等に対して提起した

PILでパトナー高裁はビハール州政府，同州知事及びパトナー高裁事務局に

対して法令通りの手続きをとるよう命令を発した事例38) もある。

このように， 1980年代半ば頃から政治的利益に関わる問題が PILとして提

起されるようになり，同時にその訴訟の中には PILとして提起されるべきで

はないものとして却下される事例も出てきている。こうした状況が1990年代以

降はどのような変化を見せてきたのかを続いて概観する。

(2) 1990年

最高裁は判例の中で繰り返し， PILは権利の保障のために用いることがで

きても政府・政策のあり方に立ち入るべきではないとの見解を示してきた。た

とえば憲法第47条に定める禁酒政策の実施を求めたクリシュナ・バット事件39)

の判決で，ムカジー (SabyasachiMukarji) 最高裁長官は，望ましいものだと

して，あるいは必要なものだとして国に特定の政策を受け入れさせることは，

憲法第32条の役割ではないと述べた。そして，裁判所は議論されるべき政策に

ついての対立する主張の場ではないとしている。同様にヒンデイー保護協会判

決40)でも，ムカジー長官は特定の政策で法的強制がなく，多様な見方がある

ものについては憲法第32条に基づく執行の対象にはならないと述べ，また，同

37) B. M. Gangadhariah v. H. D. Deve Gowda, AIR 1989 Kar 294. 

38) K. P Ve1,na v. State of Bihar, AIR 1989 Pat 276. 

39) Krishna Bhatt V. Union of India, (1990) 3 sec 65. 

40) Hindi Hitrakshak Samiti v. Union of India, (1990) 2 SCC 352. 
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条は政策の優先順位を示す手段ではなく裁判所は政策問題について判断する場

所ではないとしている。

こうしたムカジー長官の言葉は司法積極主義の流れにあったそれまでの PIL

の展開に変化をもたらすものともみえるが，そうした状況を生み出した背景に

は PILの濫用ともいわれる問題がより顕在化してきたことと関係があると思

われる。たとえば Singh [1991] で紹介された，タミル・ナードゥ 1-1・1知事の罷

免を求めた事例4JJ, 1984年の総選挙の無効を求めた事例42) などは，いずれも

政策の主張をするために PILを利用したものとして却下されており，こうし

た事例の増加が PILの展開にも影響を及ぽしているものと考えられる。

(3) 1991年,,....,1993年

Singh [1992] は，その冒頭で PILにより過去においては司法が立ち入らな

かった領域に足を踏み入れるようになってきたとしたうえで， PILのマス化

と幻影（見かけ倒し）化により，これへの正統性が失われてきていると述べて

いる。それは，過去において PILは国家や社会により抑圧された人々のため

のものであったのが，政治体制にひそむ問題や統治の問題に利用されるように

なったことに理由があるとしている。彼はその対象として非衛生的環境，大学

入学の手続き的問題，森林生産物の販売，病院の経営などを例として挙げてい

るが，同時に政治家の身勝手さも裁判官が立ち向かいうる対象の一つとしてお

り，政治的な問題を取り上げることと PILが抱える問題とが関連するものと

して捉えられている。

こうした中で，アバデーシュ事件43)はこれまでも見受けられた PILの問題

点を示す事例として挙げることができる。これは一部の公務職に就く者につい

ての罷免や免職，憲法改正，パキスタンに侵略された領土の奪還，さらにはテ

ロリストにより誘拐された人質の解放について交渉を行った裁判官の免職を求

41) Kasturi Radha Krishnan v. President of India, AIR 1990 Mad 216. 

42) A. C Datt v. Rajiv Gandhi, AIR 1990 All 38. 

43) Maharshi A vadhesh v. State of Uttar Pradesh, AIR 1991 All 52. 
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めた訴訟である。最高裁は本件を PILの濫用であり，今回取り上げられた事

項は政治的問題であって司法の審査になじまないものであるとして却下した。

Singh [1993] では，裁判所が訴えの内容は認めつつも請求された命令を発

するまでにはいたらなかった事例が紹介されている。たとえば，オリッサ州首

相が汚職行為を行った職員に対して暴行をはたらいたとして，訴訟が提起され

た事例44)がある。オリッサ高裁はこうした行為は憲法第21条の生命に対する

権利を侵害するものとして認めたが，原告に対する救済は認めなかったもので

ある。また，ガウハティ高裁において任命された裁判官が，高裁裁判官として

の資格を満たしていないとして PILが提起された事例では，ガウハティ高裁

ミゾラム支部がこれを司法部の管轄として，職権による PILを提起する形を

とった。そして， ミゾラム支部は当該裁判官に対し，法律書や家具等の購入に

関しての理由開示命令を発した。その後，最高裁はミゾラム支部の行動を批判

したが，当該裁判官が資格を満たしていないことについては認めている。

また，他に救済の手段がある場合は PILを利用しないように求めた事例も

ある。たとえば原告が赤十字社アッサム支部における運営上の問題を指摘する

などした事例45)では，最終的に原告に対し赤十字社社長との間で解決を図る

よう勧告している。

カルナータカ1+1政府が前大統領に対して接遇費として540万ルピーを支出し

たとして， PILが提起された事例46) も注目された。カルナータカ高裁は，当

該費用は議会の承認を得て支出されていること，実際の費用は約 3年間で200

万ルピーであったことなどから，訴えが認められるにはいたらなかった。しか

し，こうした費用の支出についても PILの対象として認められるという点に

ついては，重要な位置を占めるものとされている。

Singh [1994] では，いくつかの判例を取り上げて原告が「善意から」 PIL

を提起するものでなければならないことを強調している。このように， 1990年

44) Bimal Prasad Das v. Bzjayananda Patnaik, AIR 1992 Ori 10. 

45) Dr. (Miss.) E. Shm--ma v. State of Assam, AIR 1992 Gau 58. 

46) /. K. Jagirdar v. State of Karnata如 AIR1992 Kar 175. 
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代初頭の経済自由化が進められはじめた中で，多様な問題が PILとして提起

され，またそれがゆえに裁判所の負担が増えるようになってきたといえる。

(4) 1996年

Muralidhar [1997] によれば政治家による職権乱用や汚職などは「Scam」

と呼ばれ，これらは公共の人々の関心を呼ぶものであって， PILの管轄にな

るとされている。たとえば本年度では，石油および天然ガス担当大臣の裁量に

より，その自家用車運転手やその親族などに給油ポンプ施設が割り当てられた

ことに対する訴えが提起されている。裁判所は問題とされた15件の割当てにつ

いて精査したのち，これを職権乱用として割当てを取消した。なお，のちに大

臣は500万ルピーを国庫に納めるよう命令されている47¥

また，同様の事件ではヒマーチャル・プラデーシュ州知事が都市開発大臣を務

めていた際に，親族などに商店割当てを行っていたことが問題とされたものがあ

る。これについても裁判所は職権の乱用を認め，政府に対して 2か月以内に商店

区画割当て政策を作成することなどを命じた48)。また，当事者の元都市開発大臣

に対しては，別の判決で600万ルピーの懲罰的賠償の支払いが命じられている49)。

1993年に提起された訴訟において裁判所は， 7名の政治家に対して贈賄がな

された事件について中央情報局 (CentralBureau of Investigation: CBI) so)が

捜査を十分に行わなかったとして，捜査を迅速に行うよう命令し，また，継続

的に命令を発する中で調査の進行をモニターするなどした。さらに政治家の行

為を犯罪として取り上げるなどした。この事件は，贈賄側が「ハワラ」51)とい

47) Common Cause v. Union of India, (1996) 6 SCC 530. Common Cause v. Union 

of India, (1996) 6 SCC 593. 

48) Shiv Sagar Tiwari v. Union of India, (1996) 6 SCC 558. 

49) Shiv Sagar Tiwari v. Union of India, (1996) 6 SCC 599. 

50) 連邦レベルの公務員による汚職のほか，経済犯罪やテロリズムなどを管轄する捜

査機関。

51) 中東から南アジアにかけてみられる信用取引による送金システムで，手続きが容

易なことから出稼ぎ労働者などにより利用されるが，書類などが残らないため，マ

ネーロンダリングなどの違法行為にかかわる危険性もあるとも指摘されている。
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う送金システムのブローカーであったことから「ハワラ事件 (Hawalacase)」52)

と呼ばれ，大きなスキャンダルとなったものである。

これらのほか，公立病院院長による横領事件においてデリー高裁が，当該院

長の異動がなされなかったのは「不法で，合理性に欠け，恣意的でかつ悪意に

よる」とし，そのことについては首相の第一秘書で，院長の患者でもある者が

「支配的に」行ったと指摘した。これに対して被告は最高裁に上訴したが，最

高裁は「悪意による」という部分を「権限を乱用し」と，また，「支配的に」

という部分を「影響により」と変更したうえで，高裁の判断を支持したという

事例がある53)。

以上のように， 1996年においては政治家にかかわるいくつもの重要な事例に

ついて，裁判所が判断を示している。 Singh[1997 : 396] は， PILにより汚

職に関する情報を求めたり，政府の恣意的な権限の行使について異議を申し立

てたり，政治家の行為について調査することを継続的に監視したりすることな

どは，デニング卿が述べた「たとえあなたが施行の存在であったとしても，法

はあなたの上にある」ということばを強調したものといえる，と述べている。

(5) 1997,.._, 1998年

Muralidhar [1999] は，公共的な説明責任性，すなわち汚職問題などについ

て裁判所が相変わらず関わりつづけ， PILにより「立法」を行い，あるいは

政策の枠組みを作るという状況がみられている， と述べている。

前項で取り上げたハワラ事件は， 1997年に最終的結論が出されるに至った54)。

これにいたるまでに「継続的命令」が出されるという方法が本件ではとられた

が，この手法をとったことは，「ニーズを満たすために徐々に進行させていく

新たな手段」と判例で表現されているものである。これは，事件についての調

査を実質的に支配していたということができる。

52) Vineet Narain V. Union of India, (1996) 2 sec 199. 
53) P. K. Dave v. P. U. C. L.; (1996) 4 SCC 262. 

54) Veneet Narain v. Union of India, (1998) 1 SCC 226. 
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その手続的な特徴として挙げられるものが 5点あるとされる。第一に，関連

する部局が無気力であったとすれば，単に命令を発しただけでは無駄であり，

継続的に捜査報告をさせる必要があること，第二に，裁判所は CBIに対し，捜

査結果に関して個人的に利害関係のある，あるいは何らかの影響を受けうる者

から指示を受けたり，報告を行ったりしないように命じたこと，第三にCBIの

捜査チームなどの異動についても裁判所が把握していたこと，第四に本件 PIL

の原告に代わり，裁判所が法廷助言者として任命した弁護士が裁判所を支援し

たこと，そして第五に法務総裁からの求めにより審理の一部は非公開で行われ

たことである。これらの結果， 54名に対して34件の起訴がなされることになった。

起訴の後，さらに大きな問題である調査機関の組織と運営について取り上げ

ることになった。これは，政治的な有力者が捜査の対象になった場合，有効な

捜査が行われていないのではないかとの疑念からのものであった。そこで，裁

判所は，中央監視委員会 (CentralVigilance Commission: CVC) 55)の強化な

どを提示した。また， CBIが政策決定レベルにある官僚等について捜査を行

う際には当該官僚の属する省庁から事前に許可が必要であるとの指令を違憲で

あると判断している。

こうした裁判所の判断は，様々な反応を引き起こしたといわれる。裁判所の

姿勢に賛同する側からは，裁判所が動態的に，かつ積極的に動いたことを評価

する意見が出された。逆に，原告が十分に PILの手続の中で生かされている

のかという点については疑問も提示されており，また，裁判所の介入が本当に

十分な結果をもたらすのかという疑問も出されている。さらに，裁判所が

CBIや EVEなどの組織及び運営について述べることが妥当なのかどうか，と

いう意見も見られる。

このハワラ事件のほか，液化石油ガス (LPG) などの取扱いに関わる汚職

事件56)では継続的な命令を発する中で，これに関与した企業及びその役員や

55) 汚職防止を目的とする連邦レベルでの諮問機関。

56) Jagrti Upbhogta Parishad v. State of Uttar Pradesh, (1998) 9 SCC 68, その他，

c 1998) s sec 640, 等に継続的に発せられた命令が収録されている。
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役員の親族の財産を差押えまたは押収することを命じ，また，役員の逮捕を含

む捜査の進展について監視を続けた。

以上のように，当該年においても政治的問題に PILが関わった事例がみら

れた。とくに継続的に命令を発することで裁判所が問題の取扱いをコントロー

ルするという手法は， PILの特徴として挙げられるものである。

(6) 1999,....,2000年

Muralidhar [2000] は，政治家がその政敵に対抗するために PILを用いる

例があるとして，タミル・ナードゥ州の前朴l首相ジャャラリターの事例を57)

挙げている。たとえば，対抗する政党の党首が記念式典を公営の競技場で開催

することについて，使用目的に問題があるとして訴えた件では，マドラス高裁

が使用差止めまでは求めなかったため，ジャャラリターは最高裁に上訴してい

る。また，これと前後して1988年汚職防止法に基づく特別裁判官の任命に関し

て PILを提起している。このほか，アーンドラ・プラデーシュ州では国民会

議派のヤシュワント・シンが当時1-1'1首相のチャンドラバーブー・ナーイドゥを

罷免させる令状の請求をするなどしていた58)。

Muralidhar [2001] でもまた，州首相がからむ政治的問題が PILで取り上

げられている。たとえばアッサム朴I首相に関わる事例59) の場合， 1+1知事によ

り1988年汚職防止法違反により告発されたことが契機となっている。大規模な

公金詐取事件にからみ，事件はアッサム）小l警察から CBIへと移送された後，

1+1首相を含む40名を起訴することを勧告した。その後，州知事は官僚22名を起

訴したものの，州首相については CBIによる立証が明確ではないという理由

で起訴が見送られた。この州知事が発した命令に対して， 1'1-1知事は憲法第361

条によれば刑事訴追の対象とはならないと定められている以上，訴訟の当事者

57) J. Jayalalitha v. State of Tamil Nadu, (1999) 1 SCC 53. 

58) Y. S. Rajasekara Reddy v. His E.xcellency, State of Andhra Pradesh, (1999) 6 

ALT 381. 

59) Nabin Chandra Kalita v. State of Assam, (2000) 1 Gau LR 96. 
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にはならないと考えるべきで，今回の訴訟は棄却されるべきだと主張 した。こ

の主張に対しガウハティ高裁は，州知事の命令は州政府の命令であり，適切な

手段でこれに反対すべきだとした。ただし高裁は問題の重要性に鑑み， CBI

に対して記録の提出を求めで）+I知事令の正当性を検討した。本件では，現職の

州首相のような重要な役職に就く公務員であっても，捜査機関が一見明白な汚

職の事例を明らかにしたときは，訴追の対象となるということをあらためて明

確に示している。

このように， 1990年代後半になると重要な役職に就くものが関わる汚職事件

や，権限濫用に関わって PILが提起される事例がみられるようにな ってくる。

(7) 小括

以上， 1980年代から1990年代にかけて，とくに第三世代の PILとしてまと

められる対象事例が取り上げられた訴訟について，概観した。1980年代半ばに

おいては，そうした事例は PILの中でも必ずしも大きな位置を占めるもので

はなかったが，徐々にそれが変化してきていることが年鑑での記載量の変化か

らもみてとることができる。

第三世代の PILが増えたことについては，さまざまな評価がみられた。こ

れを「PIL積極主義」のあらわれとして社会運営の効率化のための重要な手

段になっていると位置づける意見もあれば， PILの正統性が失われる契機と

して政治的問題が持ち込まれることを挙げる意見もあり，その評価が容易では

ないことがうかがわれる。

ま と め

本稿では，日本での先行研究において人権保障の側面で裁判所が積極的役割

を果たしていると評価されている PILについて，その展開と課題とを概観し

た。

2010年のウッタラーンチャル判決において PILの歴史的展開が紹介され，

その中で社会経済的に疎外されてきた人々の人権保障を主眼として提起された
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第一世代の PILと呼ばれうるものがあり，これに続いて環境保護を目的とし

て提起された第二世代の PIL, そして統治の説明責任， とくに汚職問題などを

取り上げた第三世代の PILと， PILといっても大きく 三つに分類されること

が述べられていた。これらいずれの PILも，インド法制度の発展に大きな影

響を及ぼしており，取り上げる事項の拡大がもたらした積極的側面は小さくな

ぃ。それはたとえば，憲法第21条の「生命への権利」を援用して本来であれば

司法による救済の対象とはならない憲法第 4編「国家政策の指導原則」に関わ

る事項を訴訟で取り上げたり，環境保護関連の訴訟において「汚染者負担の原

則」を打ち出したりというような事例にみることができる。ただし，原告適格

の要件が緩和されていることが PILの大きな特徴の一つである中で，同時に

本来 PILとして提起することが妥当ではないような「取るに足らない」訴訟

が増え，司法部に過大な負担をもたらしているという課題もまた提示されてい

た。

そこで， PILの展開と課題の発生との連関をみるため，第三世代の PILに

カテゴライズされる事例について，それが散見され始めた1980年代後半から

1990年代を取り上げ，概観した。インドの学者や実務家に話を聞く限りでは，

統治の説明責任や汚職に関わる問題の増加と PILの濫用という問題との間に

は関連性はないという意見もみられたが60), 第 3章でみた様々な判例をみる限

りでは， PILで取り上げられる事項の拡大と PILが抱える課題との間には全

く関係がないとはいえない。

最高裁のパンデイアン裁判官は，「PILの仮面をかぶった，実際には個人的

利益等を目標とする者による，いわば取るに足らない訴訟は，裁判所の貴重な

時間を浪費している」と述べている61)。彼は裁判所の直面している状況として，

次の 4点を挙げている。

・現代的「社会」国家における裁判官の役割拡大と，司法の責任への新たな

60) 前掲注 2のヴェルマ教授，弁護士のナグパル (B.S. N agpal)氏への聞き取り

（ナグパル氏については2012年 8月10日実施）による。

61) Singh [1993: 248] 
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要求

・司法審査の新たな形の誕生と発展，そしてその発展の正統性

• 平等主義的理想への司法からの応答としての司法へのアクセス，そして

（その具体的表れとしての） PIL 

• PILに関して，裁判所は法制度の促進をすすめる役割があること

いわばインドの裁判所にとって， PILは自らに要請される責務を果たす一

つの手段となっているとパンデイアン裁判官はとらえており，そしてその課題

が「取るに足らない」訴訟の増加にあることを示している。汚職問題などに対

抗する手段として， PILが活用されることはインド政治における裁判所の重

要な役割を示すものといえる。しかし，政治家の関わる問題においてはときに

政敵に対抗するといった目標の下に PILが提起される結果，「取るに足らな

い」訴訟が多くなる可能性が生まれ， PILの拡大が裁判所の負担をも増大さ

せることにもつながるということができる。

PILの拡大について，その課題も合わせてみる必要がある中では，ウッタ

ラーンチャル判決で示された指令を念頭に置きつつ，政治的対立が関わる事例

についてはとくに今後も集中して検討し続ける必要がある。なお，今回は1990

年代までを検討の対象としてきたが， 2000年代以降についても，その政治状況

や汚職問題のあり方も視野に入れながら， PILについて考えなければならな

い。この点については，今後の課題である。
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判例集

AIR : The All India Reporter 

SCC : Supreme Court Cases 

SCR : Supreme Court Reports 

Gau LR ; Gauhati Law Reports 

ALT: Andhra Law Times 
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